
昭和三十八年法律第百三十三号 

老人福祉法 

第二章 福祉の措置 

（老人ホームへの入所等） 

第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 

一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに

限る。）により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する

養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホーム

に入所を委託すること。 

 


